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減価償却費などを計上しております。 

 ２款特定環境保全公共下水道事業費用の合計

は7,843万8,000円で、公共下水道事業と同じよ

うに管渠管理費、管理センター費などを計上。 

 42ページに進み、３款農業集落排水事業費用

の合計は１億3,428万5,000円で、今泉及び大久

保処理施設の運転点検業務委託料や施設の維持

管理費などを計上。 

 44ページに進み、一番下の段で４款浄化槽事

業費用の合計は１億501万8,000円で、45ページ

の浄化槽管理費や減価償却費などを計上してお

ります。 

 46ページに進み、資本的収入及び支出でござ

いますが、収入の１款公共下水道事業資本的収

入は１億5,691万9,000円、２款特定環境保全公

共下水道事業資本的収入の合計は3,125万5,000

円、47ページに進み、３款農業集落排水事業資

本的収入は1,158万円、４款浄化槽事業資本的

収入は7,244万3,000円それぞれ計上し、収入と

いたしましては、企業債や一般会計からの補助

金などとなっております。 

 48ページに進み、支出で１款公共下水道事業

資本的支出は４億5,684万5,000円、49ページに

進み、２款特定環境保全公共下水道事業資本的

支出は5,318万7,000円、３款農業集落排水事業

資本的支出は5,919万2,000円、４款浄化槽事業

資本的支出は9,213万円をそれぞれ計上し、支

出といたしましては、下水道管渠の布設、マン

ホールポンプ更新などの工事費や企業債償還金

ほかとなっております。 

 以上が令和７年度長井市下水道事業会計の概

要でございます。よろしくご審査賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

 

 令和７年度長井市各会計予算案に関 

 する総括質疑 

 

 

○渡部秀樹委員長 概要の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ここで、総括質疑の発言通告がありますので、

順次ご指名いたします。 

 

 

 勝見英一朗委員の総括質疑 

 

 

○渡部秀樹委員長 順位１番、議席番号３番、勝

見英一朗委員。 

○３番 勝見英一朗委員 政新長井の勝見です。

早速ですが、質問をいたします。 

 ２款１項６目120遊びと学びの交流施設運営

事業１億4,995万7,000円について、地域づくり

推進課長に６点お尋ねいたします。 

 １点目ですが、図書購入費401万7,000円につ

いてですが、書店や図書館の楽しみは、新しい

本に触れることができるというのが大きいと思

います。特に新刊本コーナーは、まず最初に目

にしたい場所です。ここで興味のある本に出会

ったりすると、すごく得した気分になります。

図書館の中ではメインの場所と思います。そう

いう気持ちで市立図書館の新刊コーナーに行く

のですが、少し物足りなさを感じてしまいます。

貸出し中で展示本が少ないのかもしれませんが、

本の面出しでスペースを埋めているような感じ

もします。 

 そこでお尋ねいたしますが、図書購入費はど

のような基準で算出をしているのでしょうか。

ジャンル別、あるいは年代に合わせて本を選ぶ

のか、貸出期間を考えて新刊本は複数購入する

のか、そうした図書費算定の基準がありました

ら教えてください。 

○渡部秀樹委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 お答えいたしま

す。 
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 最初に、図書購入費の状況でございますが、

年間2,000冊の一般図書・書籍及び児童書を軸

に、そのほか雑誌や新聞など定期購入、イベン

ト関連の書籍購入を見込み予算を計上しており

ます。 

 以前と比較いたしまして、旧図書館の図書購

入費につきましては、全体で344万3,000円、予

算に対しまして新聞とかＤＶＤ、雑誌を除く純

粋な図書購入費につきましては285万円でござ

いました。 

 今回計上させていただいている令和７年度の

予算につきましては、図書購入費全体で401万

7,000円のうちに、図書購入費につきましては

335万円を見込んでおりまして、以前と比較し

て予算を多く確保しているところでございます。 

 図書を購入する際の基準といたしましては、

全体の文芸本を６割、児童書３割、実用書１割

という形で市のほうで選定して購入しておりま

す。 

 書籍の選定につきましては司書が行っており

ますが、遊びと学びの交流施設運営協議会のほ

うの皆さんのほうからもご意見を聞きながら、

徐々に増やしていきたいと考えております。 

 また、質問にありました新刊コーナーにつき

ましては、手に取っていただけるように面出し

スペースということで確保して配置をしており

ますが、貸出し中が多い場合がございますので、

少し寂しくなってしまうこともありますので、

配置のほうは工夫してまいりたいと思います。 

 また、そのほかで話題となっております本で

あったり、芥川賞、直木賞であったり本屋大賞、

そういった作品の本につきましては、別途計画

的に購入しているところでございます。 

 また、新刊本の複数購入については行ってお

りませんで、通常、貸出期間14日に設定してお

りますが、新刊につきましては７日間に制限し

て運用しているところでございます。 

○渡部秀樹委員長 ３番、勝見英一朗委員。 

○３番 勝見英一朗委員 了解いたしました。 

 公立図書館の平均的な図書購入費とか、そう

したデータ等もありますので、それに照らし合

わせてお尋ねいたしました。 

 そこの空いたスペースのところに本の表紙の

写真とかも一緒に貸出し中のような表示をして

いただくと、その次に借りたい人などに、貸出

期間いつまでこの方が借りているのか分かれば、

その次に借りるということも期待するでしょう

から、そんなこともぜひ取り組んでいただけれ

ばと思います。 

 次に、２点目に入ります。年代別、利用年代

についてお尋ねいたします。 

 図書館の利用状況を見ますと、中高生の大半

は学習スペースを利用しているように見えます。

もちろん、これは望ましいことですが、一方、

図書館の機能として、読書習慣形成にどれだけ

役立っているのかということも考えてしまいま

す。 

 そこでお尋ねいたしますが、年代別の図書貸

出件数はどのようになっているか、また、一般

に読書離れが指摘される中で、中高生年代の読

書習慣の形成にどのように働きかけてこられ、

その成果をどう評価されているか伺います。 

○渡部秀樹委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 令和５年９月の

グランドオープン以降の主な状況でございます

が、乳幼児、小学生、あと30代、40代、あと60

代の貸出率が高くなっておりますが、現在も変

動なくそういった状況でございますが、逆に委

員からあったとおり、中高生の割合が低くなっ

ております。あと、20代も低い状況でございま

す。 

 30代、40代、そういった親世代と乳幼児と小

学生の利用が多いことにつきましては、隣に子

育て支援施設と複合化しておりますので、そう

いったことで相乗効果が要因で大分増えている

ものと考えております。 
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 中高生年代の読書習慣を形成するためには、

取組といたしまして、読書感想文コンクールへ

の募集と、あと読書感想文集の各校の配付を通

しまして、読書意欲向上に努めてきたところで

ございます。 

 そのほか特徴的な取組といたしまして、学校

図書室にない科学道のシリーズなんかを学校に

貸し出しいたしまして、読書意欲向上を図って

きたところでございます。 

 あと、図書館の中にティーンズコーナーとい

うことで配置しておりますが、中高生を対象に

ボランティアを募りまして、ティーンズコーナ

ーの選書であったり、あと配架、あとポップな

ども装飾なども行っていただきました。こちら

は昨年の７月から12月ぐらいまで計６回、中学

生のボランティア６名が参加してやっていただ

きました。 

 現在はティーンズコーナーに立ち寄る中高生

であったり、図書館利用カードを作る中高生が

以前よりも増えていると感じておりますので、

大分入館しやすくなったと思われますので、引

き続き、中高生の心や意識に響く取組を継続す

ることが重要であると考えております。 

 そのほか、図書館を身近に感じて、足を運び

たくなるような情報発信、イベントを工夫して

いきたいと考えております。 

 あと、各小・中学校の図書についても蔵書数

は増えておりますので、長期の休み前には本を

借りるなどの取組も各学校のほうで行っていた

だいておりますし、あと、小学校の要望で図書

館整理も頼まれることあるんですけども、「く

るんと」の休館日には図書館の司書がお邪魔い

たしまして、学校の図書の整理も行っていると

ころでございます。 

○渡部秀樹委員長 ３番、勝見英一朗委員。 

○３番 勝見英一朗委員 特に高校生年代の読書

率が非常に低くて、どういう統計取ってもそう

なんでしょうけれども、小学校はかなり高いん

ですが、中学校から下がってきて、高校になる

と小学生の何分の１にも満たないような、ただ、

勉強が忙しいからという理由もあるんでしょう

けれども、それだけでもないという気もいたし

ます。図書館によっては本の選書に高校生年代

が入ってきたり、あるいは図書館の中で本の紹

介を高校生がやったりということも取り入れて

いるようですので、なお一層の中高生年代の読

書習慣に力を入れていただきたいと思います。 

 ３点目に入ります。３点目ですが、事情があ

って図書館に来られない方、あるいは視覚障が

いのある方などにも図書館を利用していただく

ためには、書籍の電子化や音声読み上げ機能が

望まれると思います。そうした電子化や電子図

書館は、徐々にではありますが広がっていくも

のと思います。本市においても、できる範囲で

電子化や電子書籍のウェブ上での貸出しなど進

めるべきと考えますが、どのようにお考えかお

伺いいたします。 

○渡部秀樹委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 電子書籍に関し

ましては、図書館の傾向として、まず有効かど

うか、ちょっと詳細をこれから検討しなくては

いけないと考えております。 

 また、書籍購入よりも高額になる可能性がご

ざいますので、また、本については市の財産と

なって手元に残るんですが、電子書籍につきま

しては手元に残らないという課題もございます

し、あと、著作権の関係もございまして、全て

の本が電子書籍の対応とならないような状況も

あるようでございます。 

 日本の公共図書館向けの電子書籍サービス

「ＬｉｂｒａｒｉＥ」でございますが、そうい

った書籍サービスございますけども、24時間利

用可能であったり、貸出し、返却が自動だった

りとメリットがある一方なんですが、サービス

が終了いたしますと手元に残らないということ

がございますし、また、予算も結構かかるとお
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聞きしておりますので、導入には検討を進めて

いく必要があると考えております。 

 また、図書館に来られない方の対応といたし

まして、視覚障がい者ということがございまし

たけども、まずは電子書籍の利用については、

そういった団体の方からいろいろご意見をお伺

いしながら、今後、具体的な検討を進めてまい

りたいと思います。 

 また、県内で導入している実績でございます

が、県立図書館、そして東根の図書館のほうで

導入の実績ございますので、導入の状況を見て

みますと、それほど借りられているような感じ

ではございませんが、具体的に情報を収集しな

がら、今後、検討してまいりたいと思います。 

○渡部秀樹委員長 ３番、勝見英一朗委員。 

○３番 勝見英一朗委員 この件は特に障がいを

お持ちの方の読書に関してということになるか

と思います。 

 例えば、サピエ図書館、片仮名の「サピエ」

ですが、これはサピエというのはラテン語の

「知識」という言葉を表していますが、これは

視覚に障がいのある方のための電子書籍をウェ

ブ上で提供している組織なんですが、これは全

国的な組織で、例えば山形県ですと、図書館と

しては県立図書館だけ、あと２つの施設が登録

していて、その登録した施設を通して、例えば

視覚障がいの方がそうした電子書籍を手にする

ことができる、無料で利用できるというものも

あるんですけれども、そうした障がいをお持ち

の方に対してのバリアフリー法も2019年に施行

されておりますので、そうしたことを受けた対

応などもぜひ進めていただければとは考えてお

りましたので、この件は、それに関連して質問

させていただきました。 

 次に、４点目の質問に入ります。公立図書館

ですが、市内企業の紹介コーナーを設けてはど

うかということについて伺います。 

 図書館によっては、郷土コーナーの中に企業

情報を展示しているところもあるようですが、

郷土コーナーは中高生にとって、まれに社会科

の学習などで訪れることはあっても、足を向け

る機会は多くないと思います。 

 小・中・高生の段階で、市内企業の情報に接

する機会を増やすことは大事なことだと考えま

すので、小・中・高生が足を運ぶ場所に市内企

業紹介コーナーを設け、企業のパンフレットを

置いたり、できれば期間ごとに企業の製品を置

いたりして興味を引くことを行ってはどうかと

考えますが、そういうお考えはないか伺います。 

○渡部秀樹委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 「くるんと」館

内のエントランスホールから見えるところに展

示コーナー、棚を設置しておりますが、あそこ

については市内の各所から展示依頼があると見

込み設置したところでございます。そこの展示

コーナーにつきましては、多くの個人、あとは

法人に興味いただいておりまして、また、たく

さんの集客力を見越して多くの方が展示関連の

お話に、常に指定管理者のほうに問合せ等いた

だいておりますので、その中で長井市内の企業

からも問合せをいただくことがございます。 

 現在は、けん玉などを展示しておりますが、

期間を設けての展示をすることも可能としてお

りますので、展示につきましては指定管理者と、

例えば長井商工会議所も含めてちょっと検討し

てまいりたいと考えております。 

 また、市内の企業を知ってもらういい機会だ

と思いますので、棚を設けるということもござ

いますが、会議所のほうと調整しながら、例え

ばデジタルサイネージなんかも活用して、図書

のほかに、そういった媒体も使いながらＰＲで

きるように検討してまいりたいと思います。 

○渡部秀樹委員長 ３番、勝見英一朗委員。 

○３番 勝見英一朗委員 検討していただければ

と思います。 

 図書館によっては、ビジネス支援の中で企業
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の紹介コーナーを設けていて、例えば大阪の図

書館、大阪市立中央図書館ですが、市内の会社

に、あなたの会社のパンフレット、写真を図書

館に提供してくださいと呼びかけて、頂いたも

のはファイリングして展示しておくということ

もされております。そんな形で、いろんなとこ

ろでビジネス支援は行われておりますし、地元

企業の支援の一つとして取り組まれているよう

ですので、本市にとってもそのような形があれ

ばなと思いましてお尋ねをいたしました。ぜひ

検討を進めていただければと思います。 

 次に、５点目の質問に入ります。地域資源活

用コンテンツ作成等業務1,000万円について伺

います。 

 この業務は、昨年度は590万円、今年度は

1,080万円を充てており、令和７年度は３年目

の事業になります。この間、2,600万円余りを

かけることになるのですが、どのようなコンテ

ンツがつくられているのでしょうか。そのコン

テンツはどこが所有し、誰に活用されているの

か、令和８年度以降も続ける予定なのか。とす

れば、どんなコンテンツを目指そうとしている

のかお尋ねいたします。 

○渡部秀樹委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 デジタルコンテ

ンツにつきましては、デジ田交付金のほうを活

用させていただきまして、事業を複数年で実施

をしているところでございます。 

 本事業につきましては、探求学習と、そこに

付随したコンテンツを作成する、そういったこ

とによって長井市のにぎわいを生み出すために

行っている事業でございます。 

 委託先につきましては、指定管理者のエムシ

ーアイのほうに委託しておりまして、そこから

さらにアルカディア編集社、そして協力してい

ただいている東京に本社があります株式会社探

求学舎にも協力いただいて、コンテンツ作成を

行っているところでございます。 

 具体的な内容といたしましては、小・中学校

の親子連れをターゲットにいたしまして、長井

市独自のコンテンツを活用した探求学習事業を

現在も行っているところでございます。探求学

習につきましては、図書館の資料を基にいろい

ろそういった事業を行っていただいたり、あと、

実際に現場の取材を行いながら長井市のコンテ

ンツ作成、あるいは動画作成としても作成をし

ているところでございまして、こちらにつきま

しては、動画作成したものにつきましては、ウ

ェブ上に将来的に発信しながら、市内、市外を

問わず、本市へ来訪される方にも情報を発信し

ていきたいと考えているところでございます。 

 また、具体的にコンテンツの作成につきまし

て、今行っている中身を言いますと、長井市の

市技、けん玉についてスポットを当てまして、

長井市の親子が探求学習の面から興味を持って

もらえるような、約１時間の動画の作成を今準

備をしているところでございます。 

 あわせまして、探求学習への興味関心を持っ

ていただいている親子に、民間の企業を借りま

して、これは探求学舎のほうの登録者のところ

に約６万人の世帯がいらっしゃるとお聞きして

おりますので、そういったところにも情報を発

信しながら、長井市のほうに来ていただくよう

な取組も併せて行っているところでございます。 

 来年度につきましては、今、作成しておりま

すコンテンツ動画の配信を民間企業と連携しな

がら行うとともに、長井市で行う探求学習の教

育素材としても活用しながら、引き続き来年度

もそういった取組を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 あと、著作権につきましては、作成したコン

テンツ動画につきましては、基本的に全て長井

市が著作権を持つことになりますので、いろん

な場面で活用していきたいと考えております。 

 また、令和８年度以降の事業実施につきまし

ては、令和７年度の事業評価を行いまして、今
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後、検討してまいりたいと思います。 

○渡部秀樹委員長 ３番、勝見英一朗委員。 

○３番 勝見英一朗委員 金額的には相当でして、

例えば公設の塾などもあったらなと思ったりす

るんですけれども、それなども、例えば土日で

午前の９時から12時まで３時間、４人の誰か先

生をお願いをして、5,000円ずつお願いすると

４人だと２万円で、土日で４万円で、50週やっ

たとしても200万円ですか。ですから、この金

額からすると、公設の小学生向けの塾なども十

分に可能なものでして、これだけの金額を充て

ていますので、そのコンテンツについては、該

当する聴講した受講した親子というだけではな

くて、長井市全体に波及するような形のものに

していかなければ、これだけの金額を充てたも

のにはならないような気もいたしますので、ぜ

ひ今、令和７年度に評価をしながら令和８年度

というお話でしたので、今年度の評価につきま

しても関心を持っていたいと思いますので、ぜ

ひそういう視点で進めていただければと思いま

す。 

 最後に、６点目に入ります。市内書店との連

携について伺います。 

 近年、書店のない自治体が増えていることが

社会的な話題となっております。幸い本市には

書店があるのですが、もし書店がなくなったら、

まちの大切な機能が失われたに等しい喪失感を

覚えることは間違いないと思います。書店も一

民間事業者ではありますが、一つの文化的資産

として維持を図ることは重要と考えます。 

 各自治体においても、公立図書館と書店との

連携が様々見られるようになってきました。例

えば、新刊を注文する場合は、書店を通して購

入するとか、図書館で借りた本を書店で返却で

きるようにし、住民が書店に足を運ぶ機会をつ

くるとかの取組もなされております。 

 本市でも、図書購入の際に書店を通すなど配

慮されておりますが、図書館と書店双方にとっ

て有益となるような連携をこれまでどのように

図ってこられたか、また、さらに進める考えは

あるか伺います。 

○渡部秀樹委員長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 まちの書店とは

これからも連携しながら密にやっていたいと考

えておりますし、あと、新刊につきましては、

もちろん郷土に関わるような資料であったり整

備したい書籍などにつきましては、全て地元の

書店から購入しているところでございます。 

 また、昨年行いました柚月裕子さんの講演会

の際にはサイン会を実施いたしましたが、その

際に地元の書店のほうと連携させていただいて、

書籍販売、調達等も行っていただいたところで

ございます。 

 あと、読書感想文コンクールにつきましては、

地元書店にご後援をいただいておったり、あと、

そういった形で連携をさせていただいておりま

す。 

 引き続き、様々な面で地元の書店と連携しな

がら進めていきたいと考えております。 

 当初、図書館、ＴＳＵＴＡＹＡで入るという

話もあって調整した経過がございますけども、

人口規模から断られた経過がございますが、結

果といたしまして、市内の書店と連携を取るこ

とから考えれば、逆によかったのかなと考えて

いるところでございます。 

 市内でこれから講演会であったり演奏会等々

を開催した際には、関連した書籍であったりＤ

ＶＤ、そういったものを置いていただけるよう

な連携も今後図っていきたいと思いますので、

引き続き、連携を密にして行ってまいります。 

○渡部秀樹委員長 ３番、勝見英一朗委員。 

○３番 勝見英一朗委員 細かいところは省きま

すが、文部科学省はもちろん関わるし、そして

経済産業省なども公立図書館と、それから書店

との連携についてはしっかりとやるような方向

で動いておりますので、ぜひ本市においても、
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それから図書館と書店との連携の在り方などに

ついてはいろんな方法が各地で行われているよ

うで、例えば図書館の装備についても、その装

備を地元の書店から購入した図書の装備品など

を、地元の福祉事業所にお願いして、福祉の事

業として装備をしていただく、例えば本のブッ

クカバーとか、そういうことも福祉連携も行わ

れているようですし、いろんな形がありますの

で、ぜひ進めていただければと思います。 

 以上で私からの質問は終わります。 

 

 

 内谷邦彦委員の総括質疑 

 

 

○渡部秀樹委員長 次に、順位２番、議席番号９

番、内谷邦彦委員。 

○９番 内谷邦彦委員 政新長井の内谷邦彦です。

明確な回答をよろしくお願いいたします。 

 10款教育費、５項保健体育費、１目保健体育

総務費、010総合型地域スポーツクラブ支援事

業、市民に対する健康づくり事業の提供に対す

る支援、令和６年度予算が550万円、令和７年

度の予算がゼロ円となっております。スポーツ

支援事業の運営について、健康スポーツ課長に

お伺いします。 

 最初に、令和７年度の予算がゼロ円となって

おりますが、どのように対応していくのかを伺

います。 

○渡部秀樹委員長 鈴木幸浩健康スポーツ課長。 

○鈴木幸浩健康スポーツ課長 お答えをいたしま

す。 

 総合型地域スポーツクラブに関わる予算につ

きましては、国の新しい地方経済・生活環境創

生交付金を活用した、マラソンを核とした生涯

活躍のまち推進事業の一つと位置づけておりま

す。この事業は、市民ひとり１スポーツの推進

をスポーツウエルネスの視点を踏まえ、総合的

に取り組む予定をしておりますので、当初予算

ではなく、議会の最終日に補正予算として提案

させていただきたいと考えているところでござ

います。 

○渡部秀樹委員長 ９番、内谷邦彦委員。 

○９番 内谷邦彦委員 次に、主要な施策成果報

告書を確認しますと、令和４年度の利用会員が

600人、令和５年度が587人、その中でシニアの

方の利用人数は、令和４年度が62人、令和５年

度が67人となっております。特にシニア以上の

方々の参加が非常に少ないと考えますが、どの

ように考えているのか伺います。 

○渡部秀樹委員長 鈴木幸浩健康スポーツ課長。 

○鈴木幸浩健康スポーツ課長 総合型地域スポー

ツクラブ、花スポと呼ばせていただきますけど

も、花スポでは65歳以上の方をシニアとしてお

ります。花スポのシニアの会員は少ない人数と

なってございますけれども、健康増進計画策定

時におけるアンケート結果では、70歳以上の方

で運動を心がけている、時々心がけている方の

割合は77.9％となっておりますので、多くの方

が何らかの運動を行っているものと捉えており

ます。 

 なお、スポーツ、運動の習慣づくりは健康寿

命の延伸につながるものでございますので、運

動に取り組まれていない方、新たな運動への取

組を考えている方が参加したくなるような魅力

アップを図り、より多くの方に参加していただ

けるような事業としてまいりたいと考えており

ます。 

○渡部秀樹委員長 ９番、内谷邦彦委員。 

○９番 内谷邦彦委員 そのシニアの参加者の男

女別とか年代別とか分かれば教えてください。 

○渡部秀樹委員長 鈴木幸浩健康スポーツ課長。 

○鈴木幸浩健康スポーツ課長 令和５年度のシニ

アの会員の方でございますが、67名で、その内

訳は男性が４人、女性が63人となっております。

年齢では65歳から69歳の方が31人、70歳から79


